
 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和６年１月４日 

兵庫県後期高齢者医療広域連合長  門  康 彦   

兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第１号 

兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正す   

る規則 

 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則（平成２０年兵庫県後期高

齢者医療広域連合規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 様式第２２号を次のように改める。 

 

 

  



４．支給予定日

口座名義人　

後 期 高 齢 者 医 療 療 養 費 支 給 決 定 通 知 書

後期高齢者医療療養費について、次のとおり決定しましたので通知します。

記

１．被保険者番号

２．被保険者氏名

３．支給金額合計

５．振込先口座 金融機関名

支店名

◆問い合わせ先

住 所

電話番号

　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、兵庫県

の後期高齢者医療審査会（〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号、電話 078-341-7711（代表））に

　なお、この決定の取消の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと提起できませんが、審査請求をした日から

から起算して６か月以内に、兵庫県後期高齢者医療広域連合を被告（代表者は、兵庫県後期高齢者医療広域連合

他正当な理由があるときは、裁決を経なくても訴えを提起できます。この訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日

３か月を経過しても裁決がないときや、この決定に伴う著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、その

不服申立て及び取消訴訟

対して審査請求をすることができます。

長）として提起できます。ただし、原則として、裁決の日から１年を経過すると訴えを提起できません。

　年　月　日

〒 

様式第22号（表面）



 

 

 

 様式第３２号を次のように改める。 

 

  



様式第32号

年　月　日

他の制度による自己負担相当額またはその一部の支給の有無

支給を受けている　（制度名：　　　　　　　　　　　）（費用徴収の　有　・　無　）

支給を受けていない

(　　　　　　　)

兵庫県後期高齢者医療広域連合長　宛

上記のとおり、高額療養費の支給を申請します。
　　　　年　　月　　日

申請者 〒　　　－

住所

氏名

被保険者
電話　（　　　　　）　　　　－ との続柄

金融機関（ゆうちょ銀行以外）口座番号（７桁）

後期高齢者医療高額療養費支給申請書

個人番号 受付年月日

被保険者番号

発病又は負傷の理由 １.第三者行為（交通事故等）　　　　２.その他（自損事故・疾病等）　　

□
当
座

□
貯
蓄

振

込

先

金

融

機

関

口

座

       利用します。」にチェック(✓)してください。

□ 公金受取口座を利用します。

    ※ 給付金等の受取口座として、国に事前に登録した公金受取口座を利用する場合は、｢□ 公金受取口座を

    ※ 公金受取口座を利用する場合は、口座情報（上記太枠部）の記載は不要です。

ゆうちょ銀行
     記号番号（13桁）

口座
名義人
(ｶﾅ)

銀　　　　　行 本　　　店 預金種別
信用金庫・組合 支　　　店

氏名

□
普
通

協　同　組　合

生年月日

1:　新規　・　2:　変更

出　張　所

(　　　　)

金融機関コード 支店コード



 

 

 

 様式第３３号を次のように改める。 

 

  



１．被保険者番号

２．被保険者氏名

３．支給金額合計

支店名

口座名義人

４．支給予定日

後 期 高 齢 者 医 療 高 額 療 養 費 支 給 決 定 通 知 書

後期高齢者医療高額療養費について、次のとおり決定しましたので通知します。

５．振込先口座

〒

住 所

電話番号

記

　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、兵庫県

の後期高齢者医療審査会（〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号、電話 078-341-7711（代表））に

　なお、この決定の取消の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと提起できませんが、審査請求をした日から

から起算して６か月以内に、兵庫県後期高齢者医療広域連合を被告（代表者は、兵庫県後期高齢者医療広域連合

他正当な理由があるときは、裁決を経なくても訴えを提起できます。この訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日

３か月を経過しても裁決がないときや、この決定に伴う著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、その

不服申立て及び取消訴訟

対して審査請求をすることができます。

金融機関名

長）として提起できます。ただし、原則として、裁決の日から１年を経過すると訴えを提起できません。

　年　月　日

◆問い合わせ先

様式第33号（表面）



 

 

 

 様式第３５号を次のように改める。 

  



後 期 高 齢 者 医 療 葬 祭 費 支 給 決 定 通 知 書

後期高齢者医療葬祭費について、次のとおり決定しましたので通知します。

１．被保険者番号

２．被保険者氏名

３．支給金額

４．支給予定日

５．振込先口座

〒

住 所

電話番号

記

　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、兵庫県

の後期高齢者医療審査会（〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号、電話 078-341-7711（代表））に

　なお、この決定の取消の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと提起できませんが、審査請求をした日から

から起算して６か月以内に、兵庫県後期高齢者医療広域連合を被告（代表者は、兵庫県後期高齢者医療広域連合

他正当な理由があるときは、裁決を経なくても訴えを提起できます。この訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日

３か月を経過しても裁決がないときや、この決定に伴う著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、その

不服申立て及び取消訴訟

対して審査請求をすることができます。

金融機関名

支店名

口座名義人

長）として提起できます。ただし、原則として、裁決の日から１年を経過すると訴えを提起できません。

年　月　日

◆問い合わせ先

様式第35号



 

 

 

 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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